
IC キャッシュカードの発行開始について 

当金庫では、平成 19 年 7 月 9 日から IC キャッシュカードの発行を開始いたします。 

 

＜IC キャッシュカードについて＞ 

・IC キャッシュカードとは、従来のキャッシュカード（磁気ストライプカード）に IC チップを搭載した 

キャッシュカードです。 

・IC チップは偽造や不正な読み取りが困難なため、高いセキュリティを確保できます。  

・IC チップでのお取引と磁気ストライプでのお取引の両方が可能です。  

・ATM または窓口で、一日あたりのご利用限度額を当金庫所定の範囲内で変更できます。  

＜IC キャッシュカードを発行できるカード＞ 

・普通預金カード ・貯蓄預金カード ・カードローンカード  

＜お申し込み方法＞ 

・当金庫本支店窓口でお申し込みいただけます。  

・新規口座開設と同時のお申し込みおよび現在お持ちのキャッシュカードからの切替が可能です。  

＜カード発行手数料＞ 

【新規発行・再発行・切替・更新】 

・1 枚あたり 1,050 円（消費税込み） 

＜ご利用いただける ATM＞ 

 【IC チップによるお取引】 

・当金庫の以下の店舗の IC キャッシュカード対応 ATM 

熊本市内・・・・・・・ 本店営業部 清水支店 帯山支店 戸島支店 

水俣・葦北地区・・・・ 水俣支店 佐敷支店 

八代・人吉地区・・・・ 八代支店 松江支店 人吉支店 

玉名・荒尾地区・・・・ 西部支店 荒尾支店 中央支店 

・オンライン提携金融機関 セブン銀行 日本郵政公社 の IC キャッシュカード対応 ATM  

【磁気ストライプによるお取引】 

・当金庫本支店の ATM  

・オンライン提携金融機関 セブン銀行 日本郵政公社 の ATM 

＜有効期限＞ 

・IC キャッシュカードはセキュリティ維持のため有効期限（5 年）を設定し、自動で更新します。 

なお、更新時にはカード発行手数料 1,050 円が必要となります。 

・有効期限到来月の約 1 ヵ月前に新カードをお届けのご住所にご郵送いたします。新カードが到着 

しだい、お持ちのカードはお客さまご自身で裁断・廃棄していただきますよう、お願いいたします。 

□ご不明な点につきましては、当金庫の本支店窓口へお気軽にお問い合わせください。 

 


